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第４７１回（定例）福崎町議会会議録  

平成２９年３月７日（火）  

午前９時３０分  開  会 

 

  １．平成２９年３月７日、第４７１回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １４名  

      １番  城 谷 英 之       ８番   山 口   純  

      ２番  三 輪 一 朝       ９番   石 野 光  市  

      ３番  牛 尾 雅 一      １０番   小 林   博  

      ４番  志 水 正 幸      １１番   冨 田 昭  市  

      ５番  松 岡 秀 人      １２番   釜 坂 道  弘  

      ６番  高 井 國 年      １３番   宮 内 富  夫  

      ７番  北 山 孝 彦      １４番   難 波 靖  通  

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  木ノ本 雅 佳  主       査  佐  野 允  保 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  橋 本 省 三  副 町 長  尾 﨑  吉 晴  

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  村 上    修  

    公 営 企 業 参 事  近 藤 博 之  会 計 管 理 者  木 村  千 晴  

    総 務 課 長  山 下 健 介  企 画 財 政 課 長  吉 田  利 彦  

    税 務 課 長  尾 﨑 俊 也  地 域 振 興 課 長  松 田  清 彦  

    住 民 生 活 課 長  谷 岡 周 和  健 康 福 祉 課 長  三 木  雅 人  

    農 林 振 興 課 長  松 岡 伸 泰  ま ち づ く り 課 長  福 永    聡  

    社 会 教 育 課 長  大 塚 久 典  学 校 教 育 課 長  岩 木  秀 人  

 

  １．議事日程  

    第 １ 閉会中の所管事務調査報告  

    第 ２ 質疑  

    第 ３ 討論・採決  

    第 ４ 特別委員会の設置  

    第 ５ 委員会付託  

    第 ６ 議員派遣  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    第 １ 閉会中の所管事務調査報告  

    第 ２ 質疑  

    第 ３ 討論・採決  

    第 ４ 特別委員会の設置  

    第 ５ 委員会付託  

    第 ６ 議員派遣  
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  １．開会及び開議  

 

議    長  皆さん、おはようございます。  

       ただいまから本日の会議を開きます。  

       ただいまの出席議員数は１４名でございます。  

       定足数に達しております。  

       それでは、これより本日の日程に入ります。  

 

日程第１ 閉会中の所管事務調査報告  

 

議    長  日程第１は、閉会中の所管事務調査報告であります。  

       各委員会の活動について、委員長に報告を求めます。  

       総務文教常任委員会、志水委員長。  

志水総務文教 皆さんおはようございます。  

常 任 委 員 長 昨年の１２月の定例会以降、議会閉会中に総務文教常任委員会を１月の２４

日と２月の２１日の２回開催をいたしました。  

       この委員会で所管の担当課から報告を受け、委員会としての所管事務の調査を

いたしました。  

       調査の結果報告につきましては、配付されております委員会調査報告書のとお

りでありますが、委員会において委員からの質問あるいは当局の答弁の中で特に

補足すべき点を簡単に報告させていただきます。 

       最初に１月２４日の委員会でありますが、総務課からの報告は、福崎町議会議

員選挙について、４月１８日に告示、４月２３日に投開票を行うとの報告を受け

ました。  

       次に、役場西側の職員駐車場の賃貸契約が昨年の１２月３１日で契約が終了し、

所有者との契約の更新ができないことから、その代替地として平野病院の西側の

土地を取得するとの報告がありました。委員から「将来的にどのように使用する

のか」との質問に、「この三和建設と銀ビルの跡地は辻川界隈に来られる大型バ

スや観光客の駐車場として、また、観光の拠点場所として社会資本整備、福崎駅

周辺整備事業として用地を取得するもので、三和建設の土地は町が買収し、暫定

的に職員駐車場として使用しており、また、銀ビルの跡地は用地を取得するまで

の間は比較的安い賃料で土地をお借りすることにしている」との報告がございま

した。  

       次に、企画財政課からは、平成２８年度、２９年度の建設工事等の競争入札等

参加資格審査申請の追加受付を平成２９年２月２０日から３月２１日まで行い、

その有効期間は７月１日から、平成３０年６月３０日の１年間であるとの報告が

ありました。  

       次に、ふるさと応援寄附金の申し込み状況について、報告を受けました。寄附

金額に応じ返礼品を選択することや、返礼品をもち麦関連やゴルフパター、ポル

カなどをふやしたことから、件数９３９件、寄附金額も３，４９３万３，１７８

円に増加したとの報告がありました。  

       次に、出納室からは、１２月末現在の平成２８年度の歳入歳出計算書について

報告を受け、財政調整基金から６億円を繰り入れて運用しているとの報告があり

ました。また、高圧電力を使用している給食センター等の公共施設の電力の入札

を１２月７日に行い、この３月１日からの契約であるとの報告があり、委員から

「どれくらいの効果があるのか」の質問に、「２７年度との比較で約２割から３
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割の電気代が安くなる」とのことでありました。  

       次に、税務課からは、平成２８年度の町税等の徴収実績の報告があり、今後と

も滞納者への電話催告や夜間徴収を行い、徴収率の向上に努めたいとの報告と、

町内の小学校６年生を対象に、税金について勉強する教室を開催したとの報告が

ありました。  

       次に、学校教育課からは、入札結果についての報告があり、福崎東中学校調理

室のガスオーブンレンジ９台を神崎郡ガス協会福崎地区が１７５万１，７６０円

で落札されたことと、小中学校職員用パソコン１９台の入札を行った結果、株式

会社ニチワ姫路店が２１１万６，３６８円で落札されたとの報告がございました。

「残りのパソコンはどうするのか」との質問に、「残りは平成２９年度予算で一

括して購入する」との答弁がありました。また、委員から、落札価格が予定価格

４１０万４，０００円に対して約半分であることと、６社のうち３社が辞退して

いることについての質問に対し、「パソコンは同等品も入札可としての入札を実

施しており、どの会社でも応札が可能でありましたが、落札した会社の企業努力

である」とのことであります。また、辞退の理由についてはわからないとの答弁

がございました。  

       次に、平成２９年度の認定こども園等の入園申込の状況、１月１０日現在、１

６２人で、各園の状況については、３月の委員会で報告するとのことであります。  

       次に、平成３１年度からは、各中学校にスクールソーシャルワーカーを２名配

置することになっており、平成２９年度は１名を募集しているとのこと。スクー

ルソーシャルワーカーとは、学校で起きている児童生徒の問題、例えば、児童虐

待、あるいは問題行動などに対応するために、福祉の専門家を週７時間４５分配

置するとのことであります。委員から「専門の資格と週７時間４５分の勤務時間

で、小中学校６校は時間的に可能か」との質問に、「原則として社会福祉士、精

神保健福祉士の資格、または福祉・教育の分野で専門的な知識・技術を要する者

も可能である」とのこと、さらに「このスクールソーシャルワーカーは、学校に

常駐ではなく、問題が起こった場合に学校や家庭に訪問し、福祉的な支援をする

ことになっていることから、この時間が定められており、報酬も年間３２万８，

０００円が支給される」ということであります。  

       次に、社会教育課からは、平成２９年の成人式の出席状況について、報告があ

り、対象者２１４人、出席者１５９人、出席率は７４％で、ことしは新たな取り

組みとして、新成人１人から両親へ感謝の手紙を、また母から新成人へ励ましの

手紙がそれぞれ朗読されましたとの報告がありました。  

       次に、２月２１日の委員会の報告を行います。  

       総務課からは、平成２９年度の嘱託・臨時職員の採用第２次試験の結果につい

て、報告を受け、その結果、一般事務補助員障害枠、それから、養護老人ホーム

看護師及び保育教師の職種の採用の予定数に満たないことから、３月６日に追加

試験を行うとの報告がありました。  

       次に、宮城県山元町への職員の派遣について、委員から「派遣の期間と派遣先

での問題について」の質問があり、「派遣は１年間で２９年度で終了する」との

こと、また「派遣者は職員の中から希望者を募り、３名の中から１名を決定し、

派遣者の負担を軽減するために月に１回は帰省が可能となるような予算を確保す

る」との答弁がありました。  

       企画財政課からは、地方創生拠点整備交付金の内示についての報告があり、春

日ふれあい会館をもち麦の加工所として整備する事業は採択され、２，２８８万

の内示があり、平成２９年度事業で繰り越して行うとのことであります。残念な
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がら、もちむぎのやかたの建物の改修やエルデホールの改修も不採択となりまし

た。委員から「落選事業の再チャレンジ制度はあるが、どうするのか」との質問

に、「今のところ再提出する計画はない」との答弁がございました。  

       次に、雇用促進住宅福崎宿舎が一般競争入札の結果、全国民間賃貸サービス合

同会社へ譲渡されることになり、独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構から

町長宛に通知があり、本年４月１日から移行しますが、１０年間の居住保証、そ

れから家賃の値上げはしないことになっているとの報告がございました。  

       出納室からは、平成２８年度歳入歳出計算書、本年１月末現在の報告がありま

した。委員から「財産収入の予算が２億３，６００万円余の計上に対し、３，０

００万余りしか収入がない」との質問に、「駅周辺整備事業の代替地の土地売払

収入が３月議会に減額補正し、新年度予算に計上する」との報告がありました。  

       税務課からは、平成２９年度の税制改正の概要について、配偶者控除等の見直

し、固定資産税の特例措置や償却資産の固定資産税の堅持あるいは軽自動車税グ

リーン化特例などの報告がありました。  

       平成２８年度町税等の不納欠損処分について、町税ほか介護保険料など、全会

計では法令等に基づいて２１１件、２，０００万９，１６５円の欠損処分したと

の報告がございました。  

       学校教育課からは、教育委員会事務事業点検・評価報告書（平成２７年度分）

についての報告があり、委員から「前年度の点検・評価と比べて、評価が変わっ

ていないのはなぜか」との質問に、「評価がＡからＤの４段階で、Ｂが標準で、

評価するものの異動も少なく、同じような評価になっている」との答弁がありま

した。  

       次に、平成２９年度の認定こども園の入園申込状況と利用者負担額、すなわち

保険料についての報告がありました。  

       次に、児童・生徒の指導上の問題について、いじめが小学校で１４件、中学校

で１１件、不登校が小学校７人、中学校８人、万引きが小学校２件、中学校１件

との報告がありました。委員から、いじめの内容についての質問があり、たたい

たり蹴ったりという程度が１件で、ほとんどが仲間外れの言葉によるいじめで、

ネットによるいじめは学校では把握は難しく、全国的にはラインによるいじめは

多くあるとの報告がございました。これらの児童・生徒の問題については、学

校・家庭・地域等の関係者が連携して、１件でも少なくなるような取り組みが大

切であると思っております。  

       次に、私立高等学校入試結果について、福崎西中学校７４人受験、７４人全員

合格、福崎東中学校１１６人受験で１１５人合格、国公立高等学校推薦結果は、

福崎西中学校３３人受験、２６人合格、福崎東中学校３１人受験、２４人合格と

の報告がございました。  

       社会教育課からは、スポーツ功績賞１５名と文化功績賞３名の報告があり、委

員から、スポーツ功績賞の判定の基準についての質問があり、「国際大会に選ば

れた者や全国大会で入賞した者、権威ある全国大会に県予選を経て選ばれた者、

あるいは権威ある県大会以上の大会において優勝した者、または小・中・高・大

学校で新記録を樹立した者の４点が判定の基準である」とのことであります。そ

の他の質問で、委員から「学校のトイレの悪臭で女子生徒がトイレを我慢してい

ると聞いたが、どのように把握しているのか」の質問に、「悪臭については、福

崎東中学校、田原小学校、福崎小学校で発生しており、原因については、配管に

尿石がこびりついたもの、あるいは尿がこぼれタイルの目地にアンモニアがこび

りついたものなど、改修に取り組む」との答弁がございました。  
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       以上で、議会閉会中の総務文教常任委員会の調査報告といたします。  

議    長  次、民生まちづくり常任委員会、北山委員長。  

北山民生まちづくり 民生まちづくり常任委員会から、議会閉会中の委員会活動について、報告させ  

常 任 委 員 長 ていただきます。  

       内容は報告書に記載のとおりですので、要点のみ説明させていただきます。  

       委員会は１月２５日、２月２２日の２回開催いたしました。  

       １月２５日の委員会について、申し上げます。  

       大地化成株式会社からの平成２９年１月１６日付の公害防止協定に基づく協議

について、説明を受けました。製品供給先からの要望に対応するための、ふるい

装置を設置するとのことであります。  

       キョーリンフード工業株式会社からの平成２９年１月１１日付の公害防止協定

に基づく協議について、説明を受けました。自動充填包装設備を増設し、熱風発

生装置を導入するとのことです。  

       株式会社デービー精工からの平成２９年１月１１日付の公害防止協定に基づく

協議について、説明を受け、グラインダーの更新及び圧縮機の新設を行うとのこ

とであります。  

       大伸化学株式会社兵庫工場からの平成２９年１月１２日付の公害防止協定に基

づく協議について、説明を受けました。地下タンク新設、既設建屋解体及び倉庫

兼事務所・一般取扱所・ポンプヤード新築を行うとのことです。委員から「大規

模な工事だが、操業しながら更新されると思うが、消防署との協議は」との問い

に、「必要な消防署への届け出はされています。消防署でも確認をされていま

す」とのことです。  

       福伸電機株式会社福崎工場からの平成２９年１月１７日付の公害防止協定に基

づく協議について、説明を受けました。プレス機・ロボットアーム・空調室外機

の新設及びプレス機・穴あけ機・マルチサンダー・集じん機の移設を行うとのこ

とです。  

       石塚硝子株式会社福崎工場からの平成２９年１月１０日付の公害防止協定に基

づく協議について、説明を受けました。公共下水道の供用開始に伴い、生活排水

を下水道に接続するとのことです。  

       委員会として、協議事項６件とも全員賛成で了承しました。  

       各課からの報告事項について、住民生活課からは、ロックペイント株式会社と

公害防止協定覚書を締結、公害苦情処理に係る訴訟の経過、福崎工業団地協議会

からの要望について、報告を受けました。  

       健康福祉課からは、巡回バス事業について、平成２９年４月１日以降、郊外便

の川西運行ルート及びバス停（神谷）の位置の変更、臨時福祉給付金について、

報告を受けました。  

       地域振興課からは、株式会社もちむぎ食品センター事業報告、第３回全国妖怪

造形コンテストの審査結果、福崎町地方創生まちづくりの計画、七種山バイオト

イレの休止について、報告を受けました。  

       農林振興課からは、福崎町農業委員会の農業委員選任に関する規則等の制定、

アケボノ企画との訴訟経過、第４回のもち麦フォーラムについて、報告を受けま

した。  

       まちづくり課からは、福崎工業団地協議会からの要望について、報告を受けま

した。  

       上下水道課からは、平成２８年１２月末における下水道接続状況及び水質分析

結果、下水道事業会計に対する一般会計の操出について、報告を受けました。  
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       次に、２月２２日の委員会について報告します。  

       委員会では、公害防止協定に基づく協議７件、各課からの報告がありました。  

       株式会社マンダムからの平成２９年２月６日付の公害防止協定に基づく協議に

ついて、説明を受けました。水性製品生産ライン移設・増設、詰替製品生産ライ

ン充填装置更新及びチューブ生産棟コンプレッサー１基の更新工事を行うとのこ

とです。  

       ロックペイント株式会社からの平成２９年２月６日付の公害防止協定に基づく

協議について、説明を受けました。新原料の寒冷期間対策として、原料保温庫建

設工事を行うとのことです。  

       福伸電機株式会社西治工場からの平成２９年２月９日付の公害防止協定に基づ

く協議について、説明を受けました。自動箱詰め搬送装置新設、自動成形機新設

及び既設成形機自動化工事を行うとのことです。  

       株式会社デービー精工からの平成２９年２月１４日付の公害防止協定に基づく

協議について、説明を受けました。第２工場屋上緑化及び空気圧縮機・機械プレ

ズ変更工事を行うとのことです。  

       株式会社安田運輸からの平成２９年２月１５日付の公害防止協定に基づく協議

について、説明を受けました。新築事務所棟・倉庫棟及び緑地変更工事を行うと

のことです。  

       有限会社エフディーエムからの平成２９年２月１日付の公害防止協定に基づく

協議について、説明を受けました。公共下水道の供用開始に伴い、生活排水のみ

を公共下水道に接続するとのことです。  

       以上の６件の協議事項については、全員賛成で了承しました。  

       続いて、福崎工業団地協議会からの要望書（公害防止協定基準等の見直し）に

係る回答（案）について、説明を受けました。  

       委員と協議する中で、近隣の工業団地の規制状況等についても調査・研究する

必要があると判断いたしました。このため、次回の委員会で再度協議することと

しました。  

       まちづくり課の福崎工業団地協議会要望書に対する回答（案）についても、先

ほどの協議事項と関連する内容であることから、次回の委員会で再度協議するこ

ととしました。  

       各課から報告事項について、住民生活課からは、パナソニックエコソリューシ

ョンズ池田電機株式会社の操業開始、株式会社デービー精工及び日本通運株式会

社との公害防止協定覚書締結の報告を受けました。  

       町営住宅駅前団地の基本設計、町営住宅田尻団地に係る入札結果について、報

告を受けました。  

       あわせて、３月定例議会に上程予定の議案件名について報告を受けました。  

       健康福祉課からは、平成２８年度国民健康保険事業の実績見込み及び平成２９

年度の主な制度改正点、平成２８年度介護保険事業実績見込み及び第６期介護保

険事業計画（平成２９年度分）の主な改正点、平成２９年度町ぐるみ健診の実施

案について報告を受けました。  

       あわせて、３月定例議会に上程予定の議案件名について報告を受けました。  

       地域振興課からは、株式会社もちむぎ食品センター第２８期事業報告、自律

（立）のまちづくりワークショップの概要、工場立地法に係る県からの事務移譲

について、報告を受けました。  

       あわせて、３月定例議会に上程予定の議案件名について報告を受けました。  

       農林振興課からは、平成２８年度工事・業務委託進捗状況、アケボノ企画との
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訴訟経過、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の応募・推薦状況、第４

回もち麦フォーラム、地域創生拠点整備交付金について、報告を受けました。  

       あわせて、３月定例議会に上程予定の議案件名について報告を受けました。  

       まちづくり課からは、平成２８年度工事・業務委託執行状況、立地適正化計画

（素案）、開発事業等調整条例、開発行為許可申請、福崎駅前駐車場の整備方針、

空き家関連事業、市川環境整備活動について、報告を受けました。  

       あわせて、３月定例議会に上程予定の議案件名について報告を受けました。  

       上下水道課からは、川すそ雨水幹線整備事業について、用地買収の完了、福田

水源地浄水池の補修状況について、南池補修が完了し、北池の補修に着手、平成

２９年１月末における下水道接続状況及び水質分析結果、上下水道事業審議会か

ら水道料金及び工業用水道料金改定、２８年度不納欠損処分について、報告を受

けました。  

       あわせて、３月定例議会に上程予定の議案件名について報告を受けました。  

       以上で、民生まちづくり常任委員会からの報告とさせていただきます。  

議    長  次、議会広報常任委員会、牛尾委員長。  

牛尾議会広報 議会広報常任委員会より、議会閉会中の委員会活動について、報告をさせて  

常 任 委 員 長 いただきます。  

       委員会は１２月定例議会終了後、５回開催をいたしました。  

       内容は、議会だより第１４１号の編集で、わかりやすく、読みやすく、親しみ

やすい議会だよりを目指し、限られた誌面の中で住民の方に審議の経過や結果を

わかりやすくお知らせするため、よりよい紙面づくりに努めました。  

       また、誌面レイアウト等について、よりよいものとする観点から、１月１８日

の委員会に中井綜合印刷株式会社の社員の方２名を招致し、意見を聴取いたしま

した。  

       今回は、最終ページ裏面のフォトニュースのコーナーで、勇内実様より提供し

ていただきました八千種地域を飛翔する国の特別天然記念物コウノトリの写真を

掲載いたしました。  

       次に、１月２３日にホテル北野プラザ六甲荘で議会広報研究会が開催され、議

長、広報委員全員、事務局１名の８名が参加してまいりました。内容は、第３７

回議会広報誌コンクール表彰式並びに兵庫県議会副議長の藤本百男氏、株式会社

兵庫ジャーナル社、黒岩英孝氏、甲南女子大学講師、中野景介氏による基調講演

とパネルディスカッション、広報誌クリニックでございました。  

       研究会での研修を生かし、これからも町民と議会とのかけ橋となる、わかりや

すく、親しんでいただける議会だよりづくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

       以上で、報告とさせていただきます。  

議    長  次、議会運営委員会、釜坂委員長。  

釜 坂 議 会 議会運営委員会から、議会閉会中の調査活動について報告をさせていただき

ます。  

運 営 委 員 長  本委員会は閉会中の１月１６日と２月２４日の２回開催をいたしました。  

       １月１６日の委員会の協議事項について報告をいたします。  

       第４７０回１２月定例会の反省と課題の検討については、町長及び幹部会から

議長宛てに提出されました議会本会議における一般質問に関するお願いについて、

協議を行いました。お願いの内容は、議会本会議において、通告のない質問がさ

れたり、質問の内容が締切後変更されたり、締切に間に合わなかったりして、幹

部会で議論できない場合もあり、答弁に苦慮しているとのことであります。今後
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このようなことのないようご配慮をお願いしたいとのことのでありました。  

       議員からは「内容の変更とあるが、通告の範囲内であればいいのではないでし

ょうか」また「他の議員の質問と重なれば、やむを得ず変更せざるを得ないとき

もある」との意見がありましたが、依頼文書の趣旨を踏まえ、全員協議会で議員

に内容の周知を図ることといたしました。  

       第４７１回３月定例会の運営について協議を行い、日程を内定いたしました。  

       次に、２月２４日の委員会の協議事項については、第４７１回３月定例会に議

案２９件を上程予定との説明を受けました。また、会期を３月３日から３月２７

日までの２５日間とし、一般質問は３月２２日、２４日とすることを決定いたし

ました。なお、質問者が７名以下の場合は、３月２４日を休会とすることを確認

いたしました。  

       次に、予算審査については特別委員会を設置し、一般会計、特別会計及び企業

会計の全会計を付託し、全員で審査を行うことといたしました。  

       全員協議会の開催及び協議事項について協議を行いました。  

       次に、議員派遣については、全員協議会で各議員に派遣先の希望を確認し、決

定することといたしました。  

       次に、議員のインターネットへの動画投稿について協議を行いました。取り扱

いについては、今後継続して協議を行い、決定することといたしました。  

       以上、議会運営委員会からの報告とさせていただきます。  

議    長  次、福崎駅周辺整備対策特別委員会、小林委員長。  

小林福崎駅周辺整備 福崎駅周辺整備対策特別委員会からの報告をさせていただきます。  

対策特別委員長 委員会は２月７日に開催し、事業の進捗状況、バス運行社会実験の利用状況、

仮交通広場、町有地の借用願い、その他について報告を受け、質疑と意見の交換

を行いました。  

       まず、事業の進捗状況でありますが、本年度予算については道路事業に予算が

追加配分されたとのことであります。その額は３，２６６万６，０００円で、合

計今年度１２億９，５４２万９，０００円となりました。これで全体事業費の６

０％に達し、２９年度予定の予算計上で３０年度完成を目指したいとのことであ

ります。  

       用地の取得状況については、１月３１日現在、対象が６９件に対し、契約状況

は６３件になっております。工事及び業務委託執行状況についても、資料により

報告を受けました。また、用地の取得に係る問題点についても報告がありました。  

       次に、バス運行社会実験については、１月末までの利用状況は１日当たり７６．

３人とのことです。なお、１月は１日当たり８４．５人、乗客総数はこれまで１

万５，２６９人とのことであります。  

       西部工業団地バス路線維持に係るアンケート結果が実施をされ、その報告があ

りました。平成２９年度は、これに基づいてバス運行は休止をするとのことであ

ります。  

       ３番目に、現福崎駅前広場の施工準備として、都市施設用地を活用して、仮の

交通広場を実施するとのことであります。  

       ４番目に、移転するみなと銀行福崎支店の現場事務所設置あるいは資材置き場

等として、町有地の借用願が出されておるとのことでございます。みなと銀行の

新店舗建設に関しての要望でございます。  

       その他として、住民から福崎駅前広場の歩道、舗装の色調を住民アンケートで

決定する提案がありました。現在のところアンケート実施は考えていないとの当

局の報告でございます。  
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       以上です。  

議    長  以上で、各委員会からの閉会中の所管事務調査の報告を終わります。  

 

日程第２ 質疑  

 

議    長  日程第２は、議案に対する質疑であります。  

       議案番号順に進めてまいりますが、議案によっては複数で質疑を受ける場合も

ございますので、あらかじめご承知置きください。  

       それでは、議案第１号、市川町外三ケ市町共有財産事務組合議員の承認につい

て、質疑はございませんか。  

１ ０ 番  選出母体がこの組合の設立のとき、成り立ちから説明をされておりますので資

料を見ますと大変よくわかるわけでありますが、さて、一応構成といいますか、

この団体が三ケ市町共有財産とこうなっておるわけでありまして、いろいろこの

間、地域につきましても林道がついたり、いろいろ事業もあると思います。そう

いう場合の、もし利益が出たときの利益の配分であるとか、あるいは負担金等々、

そういうものはどのようにされるのか。議員の選出母体となっておる関係地区に

ずっと回るのか、各市町に配分を、利益及び負担等の配分が回るのか等々、そう

いう場合の件について、お尋ねをいたします。  

副 町 長 利益が出た場合の配分でございますが、組合規約がございまして、組合規約

の別表第２第２０条関係、そこに配分率が出ております。  

       これ申し上げますと、ちょっと長くなりますので、それは割愛させてもらいま

すが、別表２に示されております。  

１ ０ 番 それについてはまた後ほど見たいと思いますが、それはその構成しておる議

員の提出権を持っておるその地区に配分をされるのか、それとも市町が自由に使

える範囲、形で配分をされるのかという、その点についてどうですか。  

副 町 長 配分の方法でございますが、町に入ってから地区に配分されるということに

なります。  

議    長  ほかに質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２号、福崎町職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第３号、福崎町非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について、質疑はありませんか。  

１ ２ 番  この条例の内容を見させていただきましたら、交通指導員の報酬についてであ

りますけれども、今まで交通指導員の報酬がいろいろとこう問題になってきてき

ましたけど、やっとこういった一部改正が出てきたなという思いをしております。  

       この経過措置として、２９年の４月から３０年の３月まで、日額３，５００円

ということになっておりますけども、これは年間何日ぐらいを想定した分で計算

されたんでしょうか。  

総 務 課 長  年間何日かというより、現在その交通指導員の実働というのは、午前７時１０

分から１時間程度のものでございます。当然、夏休みとか春休み、そういったと

きはございません。それで大体計算しますと、１日当たり４，５００円から６，

０００円ぐらいの価格になるということで、日額に変えたときに、最終的には２，
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０００円になるんですが、経過措置として３，０００円、そういう形で段階的に

減らしていくということで、指導員さんとお話しさせていただいております。  

１ ２ 番 これ大体何日ぐらい出られるんかなと、年間ね、日数で割った場合。２００

日ぐらいでしょうか。  

住民生活課長  先ほど総務課長も言われましたけれども、大体実働で言いますと２００日程度

になります。  

１ ２ 番  そしたら、現行の９０万が約７０万ぐらいになるという計算でしょうか。  

住民生活課長  そのとおりでございます。  

１ ２ 番 そしたらその３０年以降は幾らぐらいになりますか。  

住民生活課長  最終になりますと、日額２，０００円ということにしておりますので、年間４

０万程度になろうかと思います。  

１ ２ 番  これね、まず、交通指導員のその報酬が、幾らが妥当かいうのはなかなかこう

難しいもんがありますね。というのは、子どもたちの安全は確保する必要もあり

ますし、というて、朝から晩まで出てるわけでもないし、ほかから見れば高いな

というふうな印象を今まで与えてきたと思うんですね。  

       でね、一つ私、比較になるかならないかわかりませんけども、この後の本年度

の予算にも出てきますけども、区長に対しての事務委託料が、町からね、１，４

１０万ですね。これ３３集落分の区長さんに出てる委託料が１，４１０万という

ことで、ざっと３３集落で割って平均した場合、約４２万ほどになるんです、年

間。そしたら、区長さんと交通指導員の仕事の内容というたら全然違いますけど

も、そういった比較をした場合、まだそれでも高いんかなというふうな思いがす

るわけですね。そういったところはいかがでしょうか。  

総 務 課 長  今回、交通指導員の見直しになったというのは、一番の原因といいましょうか、

昨年報酬等審議会を開催させていただきまして、この審議会のほうから、この価

格については見直す、値下げの必要があるんじゃないかというような話がござい

ました。  

       ご存じかと思いますが、今、学校支援の地域本部事業などで、例えば学校と地

域のかかわり合いを深めることで、スクールヘルパーさんとか、地域ヘルパーさ

んなどが登下校などをボランティアで見送って、子どもたちを見守ってくれてお

られます。  

       そういった観点から、実際１日の勤務時間が１時間程度ということで、１時間

程度で報酬を考えますと、ご存じのように最低金額がやっぱり８１９円、兵庫県

はそうなってるかと思うんですが、そういったところになりますと、まだ少し高

いかとは思うんですが、毎日勤務するということと、通勤手当などが出てません

ので、これぐらいの報酬は必要ではないかというような中で決まったもんだとい

うふうに思っています。  

１ ２ 番 今の課長の答弁の中で、ボランティアという言葉出ましたね。地域でたくさ

んのボランティアの方が同じような仕事されとるわけですね。そうした場合、そ

ういった人との比較ということも考えていただきたいなというふうな思いがある

んです。  

       というのは、片っ方は全くの無償でされとる人がたくさんいらっしゃいます。

当然この交通指導員という肩がきがありますから、そこら辺は違ってくるんでし

ょうけども、そういったことも今後考えていただきたいなというふうな思いがあ

ります。  

       以上です。  

議    長  ほかにございませんか。  
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１ １ 番  私もちょっとこの件について少し疑問がありますので、ご質疑をさせていただ

きたいと思います。  

       今までは年間でもって９０万円という形で報酬が出されておりました。月額に

直しますと、７万５，０００円がお支払いされているという形になるわけなんで

すね。そして、以前にも申し上げたと思いますけども、やはりこのいろんな基準

というものがあろうかと思うんです。その賃金については。一般社会的にも、非

常に危険度の高い仕事とか、あるいは高学歴の必要な職種とかいうのにつきまし

ては、大体賃金が変わってくるわけでございます。そういう中におきまして、こ

の交通指導員のお仕事いうのも、非常に私は重要ではないかなという感じがする

わけなんですね。やはり、子どもたちの命を守る。そして、指導を兼ねての交通

整理をされているということで、今回の改正につきましては、非常に大きな改正

をされているわけでございます。  

       その中におきまして、いろんな審議委員会で検討されて、こういう回答が出た

ものというふうに考えているわけでございますけれども、その根拠となる数字が、

ちょっとわかりにくいので、その辺のご説明をしていただきたいなというふうに

思います。  

住民生活課長  先ほど総務課長のほうから最低賃金等の話もあったわけでございますけれども、

県下の他市町でこういった制度をとっているところも何市町かございまして、そ

ういったところを参考にさせていただいて、最終２，０００円というような額と

させていただいたというのも一つございます。  

１ １ 番 確認をしますけども、この最初の９０万円の報酬はいつごろから始まって、

何年ぐらい継続したんでしょうか。  

住民生活課長  今の年額９０万円となりましたのは平成２０年の９月からでございます。  

１ １ 番 ８年以上この報酬が出されていたということなんですね。その間にそういう

議論はされなかったんでしょうか、報酬の件について。  

住民生活課長  議論と申しますか、そういったもので先ほど釜坂議員のほうからもありました

ように、少し高いんではないかというようなご意見等はいただいていたというの

は事実でございます。  

１ １ 番  そして、２９年４月の１日から１年間と、その後の１年間でもって、２回に分

けてこの報酬の改正をされるということでございますけれども、やはりこの件に

ついては、実際にこの方にはもう報告はされているんでしょうか。  

住民生活課長  各交通指導員さんとは２回ほど話をさせていただきまして、了解をいただいて

いるところでございます。  

１ １ 番  報酬については、それでいいかもわかりませんけども、実際にその現場に立っ

て、実際に交通指導を行うというふうになりますと、その賃金によって、非常に

自分自身の意欲というものか、それが責任感がちょっとこう欠けるのではないか

なという感じもしますけども、その辺については個人個人の認識はどうでしょう

か。 

住民生活課長  その話し合いのときにいろいろご意見等もお伺いさせていただきました中では、

やはり今の交通指導員さん皆さんきちっと責任を持ってやられているというふう

に私どもも感じておりますので、そういった形でしていただいているというふう

には思っております。  

議    長  ほかにございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第４号、福崎町町税条例等の一部を改正する条例について、質疑はあ
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りませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第５号、福崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例について、質疑はありませんか。  

１ ０ 番 仮設便所の件については、中播衛生管内の各自治体の関係はどのようになっ

ておるんでしょうか。  

住民生活課長  神崎郡内につきましては、同じ状況でございますので、このたび同じような形

での料金改正というようなところでは聞いております。  

       姫路市さんにつきましては、１カ所につき３，０００円程度ということで、定

められているということで伺っております。  

１ ０ 番  再確認いたしますが、関係市町については同じということになったということ

で、そういう理解でよろしいんですね。同じようなという言葉。  

住民生活課長  神崎郡については同じ料金で行うということでございます。姫路市さんについ

ても既にやられているということでございます。  

議    長  ほかにありませんか。  

４    番  ちょっと確認なんですが、その今の仮設トイレは主に例えば工事事務所の仮設

トイレのほかに、例えば祭り等のイベントなんか、１日限りの仮設トイレもあろ

うかと思うんですが、現行料金でいきますと、やっぱり１００リットル以下の基

準であったら５００円、それが２回ずつとる場合は中間に１回２，０００円、最

終的に３，０００円で５，０００円要ると、１回限りのイベントやったら３，０

００円で、それは効率上の問題があるからこういう単価というふうな説明があっ

たように思うんですが、この施行日が９月でしたか、施行日は、１０月１日から

いうのは、これは周知期間が必要だからということで１０月なんですか。  

住民生活課長  そのとおりでございます。  

議    長  ほかにありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第６号、福崎町防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について、質疑はありませんか。  

４    番  今回、第３防災備蓄倉庫を設置ということで、関係条例の改正をされるんです

が、ここができ上がりますと、福崎地区には高岡の七種橋のところで２カ所、そ

れから八千種については大貫のところに第１防災備蓄倉庫がありますね。これで

都合３カ所、災害等のための備蓄倉庫で極めて重要な施設なんですが、これから

先の計画、例えば、田原地区にはこの備蓄倉庫はないように思うんですが、先の

計画はどのように考えておられるのか、お尋ねしたいと思います。  

住民生活課長  今のところは予定はございません。  

４    番  田原地区には備蓄倉庫はないということなんですけれども、そのないというの

は検討すらないということなんですか、それとも、今までに検討した結果、福崎

地区には２カ所、八千種１カ所で福崎町全体がカバーできると、検討の結果、田

原地区には置かないと、こう考えてよろしいんですか。  

住民生活課長  特に田原地区、八千種地区というものではなくて、当初、川東に一つございま

したので、もう１カ所西側にも長野を増設したわけでございますけれども、それ

で今回、市街地の近くということもありまして、特に文化センター等の避難も多

いということで、その近くにということで、もう一つ増設したということでござ

います。  
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４    番  今、市街地の近くどうのこうと言われたんですけども、やっぱり人口全体で按

分してバランスを見るとか、あるいは距離で見るとか、何かそのあたりの基準が

あってもいいんじゃないかと思うんですけれども、ちょっともう一度お願いしま

す。 

町    長  もうご承知のように第１防災倉庫につきましては、がれき場の跡地を利用させ

ていただいたと、そういう事でございまして、そのときには、防災備蓄倉庫は一

つもありませんでした。それで、第２を七種川の長野橋のところでありますけれ

ども、ごみ収集における、そういったような跡を使わさせていただいたというと

ころであります。この第３備蓄倉庫につきましては、財源が防災減災と非常に有

利なそういう起債がございまして、そういったような財源を使わさせていただい

たというところであります。  

       基本的には足りるのか、足りないのかといったような形で申し上げますと、県

の基準を満たしておるという形にはなっております。  

       しかしながら、志水議員の今言われておりますそういうような観点、それぞれ

災害がいったときのあり方は考えておかなければならないというようには思って

おります。  

       最終的には、小学校区にそれぞれ一つといったような姫路の方針、姫路市では

それぞれの小学校区に防災倉庫、備蓄倉庫を設置しております。大きさはまあ別

として、そういったような形もありますので、それら等は念頭に置いておかなけ

ればならないというように思っております。  

       いずれにいたしましても、最終的には大きなそういう災害がいった場合のあり

方の検討の部分、それから、備蓄をどのようにしていくのかといったような観点、

まだまだ検討を加えなければならない点はあると思います。  

議    長  ほかにございませんか。  

１ １ 番 今回この第３備蓄倉庫が福田にできるということで非常にいいわけなんです

けども、この計画はいつごろ計画されたんですか、ここに建てるというのは。  

町    長  現在の部分で用地取得をして、エルデホールであるとか文化センターである、

体育館である、こういう文化教育施設の駐車場が足らないということもあり、駐

車場取得という形の中で、基金で抱かさせていただいておりました。それら等を

買い戻しするに当たっては、先ほども申し上げましたように、防災減災事業で対

応しなければならない。そのときには、防災備蓄倉庫を一つの起点として計画を

させていただいたわけであります。  

       そういう関係から含めますと、ここ近年、そういったような形の財源等々のあ

る間で、計画させていただきました。  

       ここ数年の間に、それら等検討を加えたというところであります。  

１ １ 番 ちょうどこの文化ゾーンのところにこういう備蓄倉庫ができるということで、

非常にもし何かのときに、いろんなイベントをされているときに、なかなかここ

に行きにくいのと違うかなという感じもするわけなんですね。  

       今までの２カ所は当分その住宅地から離れたところに設置されておりまして、

いつ行ってもその辺は車が自由に走れるということですけども、この近辺は非常

にこれましてや駐車場の中ですから、非常に車も多いし、人ごみも多いというこ

とで、いざというときにそれがスムーズにこの倉庫からその備蓄が搬出されるか

なというふうに心配するわけなんですけども、その辺のご議論はされたんでしょ

うか。  

町    長  当然そういったような観点から、今の備蓄倉庫を建設中であります。駐車場を

広くとるといったような観点を含めまして、そういう考え方に基づいて、現在の
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位置に建設をしているわけでございます。  

議    長  ほかにございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       しばらく休憩をいたします。再開は１０時４５分といたします。  

◇ 

休憩 午前１０時３０分  

再開 午前１０時４５分  

◇ 

議    長  会議を再開いたします。  

       議案に対する質疑を続けます。  

       議案第７号、福崎町消防団条例の一部を改正する条例について、質疑はありま

せんか。  

１    番  報酬の改正だと思うんですけども、この分団長、それから副分団長、班長、団

員と、この５，０００円の手当、今までこの手当というのは、分団交付金とかで

支払われていたと思うんですけども、従来どおりあったその分団に対する交付金

で、なくなるのは何か教えていただけますか。そのまま、例えばそれは支払われ

るとか、そういうことはありますか。  

住民生活課長  基本的にここにあげておりますのは、その分団交付金のうちの人数割りの分が

手当、報酬としてあげたものでございまして、その他につきましては総額的には

変わっておりません。  

１    番  ということは、その分団に対する交付金というのは、そのまま入るということ

なんでしょうか。  

住民生活課長  分団の方には別途分団交付金がございますので、それはそのまま分団に支給と

いうことでございます。  

１    番  次にこの第１８条なんですけども、今までこういう旅行に対する、旅行という

んですか、研修というんですか、それに対する取り決めがなかったと思うんです

ね。これをこの１８条に入れられたという根拠はちょっとお聞きしたいんですが。  

住民生活課長  これにつきましても、そんなに回数は今までもなかったわけでございますが、

手当、訓練であれば訓練手当のほうでということでしておりましたが、県内の各

市町も見ますと、こういった部分も入ってきておりますので、町としましても、

この際一緒に入れておこう、加えておいたほうがいいということで、今回条文を

追加したものでございます。  

１ ０ 番  ただいまの課長さんの答弁を聞いておりますと、分団交付金はそのまま支給さ

れるということになりますと、今回、提案の副分団長、班長、団員のそれぞれ各

５，０００円というのは、これは全く純然たるプラスになるということですか。  

住民生活課長  済みません、説明不足で申しわけございません。  

       もともと分団交付金につきましては１分団幾らという各均等の部分と、それか

ら人数割りの部分がございました。その人数割りの部分が１人５，０００円とい

うことでしたので、この分を別途報酬ということで、そちらから除いて報酬とし

て個人のほうへ支給するというものでございます。  

１ ０ 番 均等割の部分は交付金として残すという、そういう意味ですね。  

住民生活課長  そのとおりでございます。  

１ ０ 番 これをわざわざ、こういう条例改正をされるその理由というのはどこにある

んでしょうか。  

住民生活課長  そもそもこの各消防団員の報酬につきましては条例で定めるというようなこと
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で、消防団組織法のほうにもうたってございますし、今までなかったわけでござ

いますので、今回条例のほうに新たに条文として加えたということでございます。  

議    長  ほかにございませんか。  

１ １ 番 今回はこの消防団の役員手当から役員の報酬と、消防団報酬という形でもっ

て名称が変わってくるわけなんですね。ということは、この消防団の組織そのも

のも、今回はまた変わってくるんでしょうか、身分が。  

住民生活課長  組織自体は同じでございます。特に変わりません。  

１ １ 番 身分なんかは、やはり報酬と名がつきますと、特別の公務員とか、そういう

関係になろうかと思うんですけども、それはどういうふうになるんですか。  

住民生活課長  消防団員につきましては、特別職の地方公務員ということになってございます。  

議    長  ほかにございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第８号、福崎町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について、

質疑はありませんか。  

９    番  本案では文言の改正以外に所得合算、世帯合算ということがあらわれているよ

うであります。このことの影響というのか、具体的に引き上げになるというふう

なことにつながるというふうなことも考えるんですが、このことによって具体的

な影響、どのようにこう人数的に影響を受ける人があらわれてくるんでしょうか。  

健康福祉課長  人数でいきますと、区分１のほうが新たになられる方ですので９名いらっしゃ

います。区分２のほうは２名という形になります。  

       制度的には大きく変わっておりませんで、区分２のほうに要件といたしまして、

要介護２以上というのが新たに加えられたということでございます。  

９    番  人数的に９人と２人というふうに言われましたけれども、影響として引き上げ

になるという感じの対象になるのは２人なんでしょうか。何人なんでしょう。  

健康福祉課長  もし要介護２以上になられましたら、影響が出るのはお二人でございます。  

議    長  ほかに質疑はございませんか。 

１ ０ 番 この新旧対照表を見ますと、３のところの助成対象者が旧では全くそういう

規定がなかったものがここへ来て、入ったということのように受けとめられるわ

けですが、これまでどういう人が対象者であったわけですか。  

健康福祉課長  基本的に対象者は変わっておらないんですが、新たに旧条文におきましては、

所得による制限でこういう方は除きますよという形でうたってあったものを、今

回は助成対象者ということで、８号資料の３ページ、第３条をごらんいただきま

すと、こちらで新たに明記をし直したという形になっております。  

１ ０ 番  現在までは全く規定がなかったのがどうかということを聞いたんですが、現在

までもあって、どのように変わったわけですか。これが、こういう規定がこう変

わって、その影響を受けた者、何人、人数が何人から何人になるというふうな、

そういうふうに説明していただいたらわかるんですが。  

健康福祉課長  老人、今、低所得者、以前の人数でいきますと、低１のほうが１８人、それか

ら低２のほうが２３人で、これが経過措置の方でありました。２割の対象者、低

２のほうが１６人で、低１のほうが１９人という形でございました。そこへ新た

に先ほど申し上げました人数が加わってくるという形になります。  

議    長  ほかにございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第９号、福崎町在宅老人介護手当支給条例の一部を改正する条例につ
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いて、質疑はありませんか。  

４    番  この条例改正はその要介護保険の要介護４と５の認定を受けた方が在宅で頑張

っている方に月額１万円を支給しようとする、そういった関係の条例だと思うん

ですが、今回の改正はその支給のことについて、介護者を明確に定めるとか、あ

るいは受給資格の延長とかは結構なことなんですけれども、ちょっと改正条例を

見て、わからない点が２点ほどありますので確認させていただきます。  

       まず１点目、従来、受給資格の消滅だけだったものは、今回は１１条で受給資

格の停止が新たに追加されています。私は思うのには、その消滅というのは支給

要件があってずっともらっていた。消滅されて、もし再び受給要件を満たしたら、

新たに申請行為をすると、それで、停止の場合は受給期間中であって、何らかの

事由で一時的にそこは支給をとめるというその条文の違いだと思うんですが、従

来は１カ月以上病院に入っとったり、施設に１カ月以上入っとったら、介護手当

１万円を消滅としてとめてた、資格消滅としてね。今回はその１カ月を９０日、

施設にあるいは病院に９０日以上入ったときに、その資格を消滅させると。で、

１１条の資格の停止ですね。これを見ますと、在宅老人が病院や診療所に月の半

分、半月以上、病院に入っとったら１万円はあげませんよという、停止の１１条

の規定や思うんですね。で、じゃあその病院へ半月、半月以上入っとったらとめ

るのはわかるんですが、老健施設とか介護保険施設に入っとる場合、これ１１条

には何もうたっておられませんから、特養とかそういった施設に半月以上入っと

っても、支給停止しないんですか。病院とはどう違うんですか。まずそのあたり

からお尋ねします。  

健康福祉課長  停止の要件につきましては、施設入所及び医療機関ということですので、全て

のその施設に関係をいたすということで考えております。  

       ９０日に伸ばした理由につきましては、１カ月程度で在宅の方に戻ってこられ

る方が多くて、そのたびごとにまた申請をし直していただいていたと、そういう

こともございまして、手間を省くといいますか、そちらの観点もございまして、

こういう改正にさせていただきました。  

４    番  いやいやそうじゃなくって、私は１１条の受給資格の停止で、まず１点目は在

宅老人が病院または診療所に入所した日の属する月の全日数の半数以上、要する

に半月以上病院に入院しとったら１万円はあたりませんよと、これが第１号です

ね。第２号については、介護保険法８条第９項の短期入所生活、これ多分ショー

トステイの話や思うんですが、そういった短期入所の場合についても、半月以上

入っておったら当たりませんよと、じゃあその短期入所以外の老人介護施設、特

養とか老健に入ったとき。１カ月入っとっても、２カ月入っとっても、９０日以

内やったら１万円出るんですか。施設に入ってるのとダブりませんか。この条例

改正との趣旨と合わない思うんですよ。  

健康福祉課長  老健に１カ月を超えてというお話ですので、実際にその老健の施設につきまし

ても、その施設入所という考えがございますので、そちらは変わらないというふ

うに思います。  

４    番  ちょっとわかりません。例えば、受給資格の消滅では、第３号で在宅老人が老

人保健福祉施設やら老健入ったときは、９０日入ったら資格とめるんですよね。

この場合ね、それで、いわゆる今私が言いたいのは、１１条の停止の方、半月以

上施設に入っとったら１万円は支給しませんよという停止の１１条の規定の中に、

ショートステイはあがってますけど、２号のほうで。いわゆるその消滅と同じよ

うに、福祉施設、特養とか老健に入ったときは、９０日入っとっても１万円は当

たるんですかと聞いてるんです。  



－17－ 

健康福祉課長  いや、やはり内容は同じですので、９０日以上入っておられましたら、当たり

ません。  

４    番  それは支給しないほうが公平やと思うんですよ。ただ、この条例改正見たとき、

そう読めるかどうかがちょっと、いまだに疑問ですよね。  

       じゃあ、ちょっともう１点だけ、次の質問させてください。  

       次に、新旧対照表の３ページの１２条の届け出、受給要件がなくなったら町長

に届けなさい。住所、氏名も変わったら、当たり前のことですね。その次に、前

条に規定する受給資格の停止事由が消滅した、前条いうのは、いわゆる停止処分

です。消滅じゃなくして。支給停止に該当したときは、町長に届けなさいとなっ

てるんですが、１０条の資格消滅事由が９０日以上施設に入ったり病院に入った

りしたときは町長に届け出る必要はないんですか。届け出義務、停止のときだけ

でいいんですか。  

健康福祉課長  この１２条の３項につきましては、実際に１日だけ在宅のほうへ戻って来られ

たりする場合も、それが在宅の日というふうにみなすような部分がございました

ので、それをこのショートステイ、例えば１５日以上入所、ショートステイでも

されたら、停止事項に当たりますよというような内容でここは規定をしておると

ころでございます。  

４    番  私がちょっと確認してますのは、その前条いうのは、いわゆる病院、診療所へ

半月以上入院したときには届け出なさいと、町長なってるんです。その１日どう

の聞いてないんです。病院に半月以上入院したら町長に届けなさいいうのは１２

条なんです、前条でいう。だから、そうじゃなくって、特養とか老健に９０日以

上継続して入っとったら資格消滅さすんですよね。そのときの届け出義務はない

んですかと聞いてるんです。  

健康福祉課長  それがここで言います１２条の１項で、受給要件がなくなったとき、こちらに

該当いたします。  

４    番  その場合はそしたら、受給資格がなくなったときというのは、この場合の受給

資格というのは、その資料の２ページの定義のところの２条、在宅老人とか、あ

るいは要介護度４と５と認定された者、いわゆる対象者、それから次に、介護者

とは、定義されてますよね。そういう方の場合は、受給資格がなくなったときを

いうのであって、ここでいう、今私が９０日で入院しとって、施設に９０日超え

たときには、資格が消滅するんです。そのときは届け出てもらわないと、実際役

場の方ではわからへんでしょう。誰が入院して９０日超えたのか、どうやってつ

かむんですか、これ。届け出なかったら把握できない思うんです。  

健康福祉課長  担当のケアマネジャー等に確認は毎月行っておりますので、それで情報はつか

んでおるところでございます。  

４    番  ケアマネジャーが情報をつかんでるからそれでわかると言われるんなら、さっ

きの停止のときの病院に半月以上入院したら、入院したときは、１２条で町長に

届けなさいってこうなってますよね。それやったって、ケアマネジャーわかった

はずなんですよ。何で、停止のときだけ町民から届け出さすんですか。やっぱり

資格消滅やったって届けてもらわないとわからへん思うんです。１度そのあたり、

よく考えて、ちょっとこう問題が多い条例改正と思います。  

議    長  ほかにございませんか。  

１ ０ 番  この条例改正については、その背景は何でしょうか。例えば法律が変わったと

か、県の指導が変わったとかですね。それは何でしょうか。町独自のもんでしょ

うか。  

健康福祉課長  これは町独自のものでございます。  
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１ ０ 番 そこで、この介護者というものの定義があるんですが、これが非常に厳しく

なっておるのではないかと思うんですね。これはどうなんでしょうか。  

健康福祉課長  旧条文につきましては、主として介護している者という表現でございました。

これを生かしておりますと、例えば月に二、三回家のほうに来られる方につきま

しても該当というような解釈がありましたところでありまして、それをその介護

者といえるのかどうかという検討がありました。その辺がこの定義の変更点の一

番の理由でございます。  

１ ０ 番 それでは、現在までこの介護者認定については、例えば地域の民生委員さん

の所見がついておるとか、そういうことではないんですか。  

健康福祉課長  民生委員さんの証明もいただいておりましたが、実際のやはりその介護の実態

というものが第１だということで、今回ちょっと検討を加えさせていただいたと

ころでございます。  

１ ０ 番  しかも、現に扶養し、同居またはこれに準ずる状態で介護している者と、現に

主として介護しているという表現から、その現に扶養しておって、さらに同居と

いう、それに準ずると、扶養と同居という、こういう非常に厳しい条件をつけて

きたということになりますと、これからの高齢化社会に合わないのではないかと

いうふうに思うんですね。非常に高齢化あるいは老人の１人家庭、２人家庭等も

ふえております。それから、介護につきましても、在宅でという方向が国全体で

もかなり示されておる状況の中でありますから、そこで扶養だの同居だのという

ふうなことをつけ加えると、大変厳しく狭まってしまうのではないかと、この条

例の基本的な精神がここでもう死んでしまうのではないかというふうな思いすら

するんですが、いかがでしょうか。  

健康福祉課長  そういう観点でおっしゃるのは当然だと思うんですが、ただ、やはり先ほども

申し上げましたように、月のうちに１日でありますとか２日のみ、例えば町外か

ら来られて、それで、介護をしておるんだという方が実際いらっしゃいましたの

で、そういう方に対して、この手当を出すというのは問題があるのではないかと

いうことで、今回これを定義させていただいたところです。  

１ ０ 番  いや、ですからね、今の説明ですと私が今言いましたように、在宅老人を現に

扶養し、そして同居という、そういう表現、扶養までも要るのかどうか、ねえ。

年金があるでしょう。ある人も、少ない人もありますけど、大体、高齢者、年金

が幾らかありますわね。そうすると、扶養していないけれども、実際上同居して

る。もう隣に住んでおっても、いろんな関係で世帯分離をしておる人もあります

よ。そういう例でありながら、実体上こうやっておる。高齢者には年金があるか

ら扶養ではないという。それで、しかし介護の苦労はずっともう、仕事も行かな

いで介護しておるというふうな方もたくさんあると思うんですが、そういうもの

がここで在宅老人を現に扶養し、同居またはこれに準ずる状態、ここまで扶養し

同居という言葉を入れると、ちょっとこれは厳し過ぎて、このせっかく町単独で、

福崎町がこういう単独条例を設けておりますよという、福崎町のよいところが、

消えてしまうんじゃないかと思うんですね。これ町長どうですか。  

町    長  質問議員もご承知のように、在宅老人介護手当は町単独でありまして、これら

等を持っておるのは県下でも非常に少ない、福崎町はその一つであります。介護

保険が施行される平成１２年に、この分野を単独で継続しようという形でつくら

せていただいたものでありまして、それらについての考え方は、この目的に定義

されておるとおりであります。  

       今言われております介護者を現に扶養し同居またはこれに準ずる状態で介護し

ている者といったような文言が、非常に今までの、旧の文言から厳しい条件にな
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っておるのではないかという事でありますけれども、これらにつきましては、先

ほどから福祉課長が申し上げているとおり、実態に合っていない部分もあるとい

うこともあって、文言訂正をさせていただいているところであります。  

       現に扶養しといったようなところの文言はきつく捉えなければならない点であ

りますけれども、同居またはこれに準ずる状態で介護している者については、そ

の実体像に合わせた形の中で定義をさせていただいております。  

       そういう関係を含めまして、今、実態の部分を含めた形の中で対応させていた

だくといったように、福祉課長が答弁させていただいたとおりであろうと、私自

身はそのように解釈をしておりまして、この介護手当を残したその趣旨につきま

しては、当時県単独の補助事業でこれらを運営させていただいて、上乗せ部分も

ありました。県が５，０００円で、町が１万２，０００円、全部で１万７，００

０円の手当を出しておったわけでありますけれども、介護保険の介護料金等、こ

れらの制度との整合性を図る上で、この介護手当を残したというところでありま

して、実態に合ったような形で運営はさせていただきたいと、このように思いま

す。 

１ ０ 番  そういう課長、町長の答弁から言いますと、私はこの現に扶養しという、扶養

という言葉は要らないのではないかというふうに思うんですが、これはもう介護

される老人の問題よりも、介護する人の苦労に対する援助ですから、この条例の

趣旨は。ですから、仕事をやめ、パートをやめて、所得が少なくなるのに、子育

てをしながら、こんな介護をしなきゃならんということになりますと大変ですか

らね。そういう苦労に対する条例ですから、その福崎町単独の、そういうことに

対する福崎町のよい面ですから、この扶養という言葉は外したほうが、今の町長

の答弁からしても、よいのではないかと思うんですが。  

町    長  先ほどからも申し上げておるとおりでありまして、文言そのものについてもい

ろんな論議があろうかとは思うわけでありますけれども、実質的に認定するに当

たっては、実際の形の上で捉えていくという形で行いたいという事で、文言を訂

正させていただいたというところであります。  

       現場では、実質的に介護していないといったような状態度でも支給を受けると

いったような形が出てきたというところもあって、文言訂正をせざるを得なかっ

たというのが実態ではないかというように思います。  

       そういう意味からいきますと、文言はこのような形になっておりますけれども、

先ほどから答弁しておりますように、実態に合わせた支給認定という形をとって

いきたいというように思います。  

１ ０ 番  条例ができてしまうと、この条例がずっと生きてしまうものでありますから、

今の町長の答弁からしても、課長の答弁の趣旨からしても、そういう月に二、三

日しか来ていないのにという、それはそれと認めるといたしましても、やっぱり

この扶養という言葉にどうもひっかかりますね。この扶養という言葉だけは外し

たほうがよいのではないかというふうに思うんですが。  

町    長  先ほどから繰り返し申し上げておりますように、実態に即した形で、この文言

が不要であれば、訂正はまたさせていただきます。今回につきましては、このよ

うな形で文言を改正させていただいて、これらが実態に合った運営をさせていた

だいて、なおかつそこでこれらの文言は不要であるといったようなときには、ま

たその時点で考えさせていただくというようにしたいと思います。  

１ ０ 番  委員会の審議もありますので、そういうことも含めて、さらに検討をしていっ

てはどうかというふうに思うんですね。やっぱりこの条例を、文章ができてしま

うと、条例ですからね、規則なら議会に諮らなくても変えられるということです
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が、条例でこうなりますと、やっぱりこの問題が、ちょっと厳しいと思いますね。

今聞いた実態がこうだから、この実態を改めるということになりますと、この現

に扶養する、この扶養という字は、お年寄りを養っているという、そういう意味

の扶養ですから、これはちょっと要らないというふうに、繰り返し繰り返し思い

ます。  

       したがって、委員会でももう一回議論したいと思いますが、できれば町当局の

ほうも検討されて、委員会で修正してほしいとか、あるいは削除されるとかいう

ふうにされるほうが、よろしいのではないかと思うんですが。  

町    長  別に文言に固執するわけではございません。文言を訂正したからといって、今

までの取り扱いが変わるわけではございません。そういったような形の中でのあ

り方であります。  

       実質的にこれらが不要であれば、その時点でまた考えるといったような形で、

それでいいのではないかというように思います。  

議    長  ほかに質疑はございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１０号、福崎町介護保険条例の一部を改正する条例について、質疑

はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１１号、福崎町開発事業等調整条例の制定について、質疑はありま

せんか。  

９    番  第１１号、開発事業等調整条例の制定について、お尋ねをいたします。  

       この本案で、公表というのが２カ所あって、いわゆる、台帳の作成及び公開と

いう２１条、それと２３条の公表ということが出ております。２３条での公表の

方法ということについては、どのような方法での公表というものを考えておられ

るのか、お尋ねいたします。  

まちづくり課長 ２３条の公表につきましては、業者が町の、町長の指導また勧告に従わない場

合、やむを得ない場合に業者名を公表するものでございまして、その場合には聴

聞の機会、弁明の機会を与えて上で、ホームページ上で公表するものでございま

す。 

議    長  ほかにございませんか。  

１ ０ 番 該当する件数がどの程度あるというふうに想定をされておるでしょうか。そ

の都度こういう対象として審査するとなりますと、事務量がどの程度ふえていく

のか等も含めて、お聞かせをいただきたいと思います。  

まちづくり課長 特にこの条例におきましては太陽光の規制を想定しているものでございまして、

ここで申し上げます１，０００平米以上の太陽光施設、現在税務課が把握してい

るもので１８カ所ございます。そのうち、５，０００平米を超えるものは１０施

設ということで、年間にしましても数件の手続が出てくるものと考えております。  

１ ０ 番 これ太陽光以外の一般のその開発に関するものも対象ではないんですか。ど

こに太陽光に限定するということになっておるんですか。  

まちづくり課長 太陽光に限定するものではなくて、太陽光の開発等が主な手続になるのではな

いかと考えております。おっしゃるとおり手続につきましては、該当するものに

つきましては、２条１項の４号アからキまでのものがございます。こういったも

ので開発行為に係らないもので規制の必要なもの、こういったものが出てくるこ

とが想定はされますけれども、年間にしましては件数的には多くないと考えてお
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ります。  

９    番  上位の県の条例との関係で、県の条例で拾えないものを対象としていくという

ふうな内容かとは思うんですけれども、その辺の関係について、少し概略を説明

願いたいと思います。  

まちづくり課長 県の方も条例を制定中でございまして、平成２９年７月１日施行の予定でござ

います。県の場合は、特に太陽光に限った条例でございますが、事業区域の面積

が５，０００平米以上の太陽光発電施設の設置に適用されるものでございます。  

       県の場合は、設置をする６０日前までの届け出義務と、廃止をするときの３０

日前、入口と出口を規定して、また、虚偽または無届けの手続に関しましては罰

則規定も設けておるものでございます。  

       福崎町の条例は１，０００平米を超えまして、５，０００平米未満の場合は町

の条例で指導しまして、５，０００平米を超える場合は県と町、両方の条例での

適用となります。  

議    長  ほかにございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１２号、福崎町ＪＲ福崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１３号、福崎町工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例につ

いて、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１４号、平成２８年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について、

質疑はありませんか。  

１ ０ 番 ４ページの繰越明許のところで、説明があったかと思いますが、ここでの部

分が一番大きな繰越でありますので、特に都市計画費関連のところで、具体的な

事業名でどういうものが繰越対象になっておるのかという、例えば道路何々線、

施設なら何々というふうな形ででも説明いただけたらわかりやすいと思いますが。  

技    監  今、項目については調べておりますけれども、まず、都市計画費の福崎駅周辺

整備事業補助につきましては、４億７，２００万円のうち工事費について、５，

１６０万円を繰り越しをしております。  

       用地費につきまして、１億７，０７０万円を繰り越ししております。補償につ

きましては、７，０７０万円の繰り越しでございます。  

       単独の駅周辺整備につきましては、この分全額工事費において繰り越しており

ます。  

       以上でございます。  

まちづくり課長 具体的な内訳でございますが、技監が申し上げましたとおり、工事費と用地

費と補償費に分けておりまして、県に報告しております繰越明許の内訳としまし

ては、駅南幹線ほか３路線、また福崎駅田原線の工事費、また用地費になってま

いります。  

       駅周辺整備の単独事業につきましては、主に駅西の駐車場の整備として、単独

１，０００万を繰り越しております。  

       都市再生整備事業につきましては、工事費で約１億８００万円、用地費で４，

２００万円、補償費で１億４，２００万円の繰越を予定しているものでございま
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す。これは辻川界隈周辺とあと駅周辺整備のシェルター等の整備費でございます。  

議    長  ほかに質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１５号、平成２８年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）について、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１６号、平成２８年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号）について、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１７号、平成２８年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１８号、平成２８年度福崎町水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第１９号、平成２８年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第２

号）について、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２０号、平成２８年度福崎町下水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２１号、平成２９年度福崎町一般会計予算について、質疑はありま

せんか。  

３    番  説明資料の４０ページを見ていただきましたら、中段の７款の土木費、町単道

路改良事業のところで、東大貫溝口線、南大貫交差点信号設置要望に伴う里道の

つけかえと、３００万とあがっとんですが、その内容を教えていただきたいと思

います。  

まちづくり課長 これは区長会等から要望のございます東大貫溝口線の南大貫の交差点内にお

きまして、町は信号の設置要望を公安にしておりますけれども、その中で出てき

た話に、交差点内にその南側にある住宅の進入路を兼ねております里道がござい

ます。その里道が交差点内と交差しますと五叉路ということで、信号設置に支障

になるということで、それをつけかえるということが一つの条件になっておりま

すので、まず町ができることとして、その条件を整備をした上で、信号の設置を

要望していくということで進めてまいるものでございます。  

３    番  この交差点は以前から重大な交通事故が、両方の道路が広いということもあり

まして、大きな交通事故が多発しておりまして、多くの方がその信号の設置をす

ごく要望されております。非常に喜ばしい、うれしいことと思いますが、今その

整備をして、里道の整備をして要望していただくということですが、信号設置の

見通しと言うんですか、それはどうなんでしょうか。  
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まちづくり課長 繰り返し公安委員会のほうにお願いしているところですが、ご承知のとおり

県下でも信号設置の予算が非常に少ないということで、福崎町内においては優先

順位は高いんでございますけれども、その順番が回ってくるのはいつということ

はちょっと明言できません。  

３    番  ぜひその公安のほうにまた協力というんですか、よく要望していただきまして、

実現ができることを願っております。  

       その次の⑥の東大貫溝口線、播但南ランプ、播但道高架下、右折車線設置の６

００万円となっとんですが、その内容を教えていただきたいと思います。  

まちづくり課長 南ランプ内の右折車線がとれないために、南行きの播但道に乗るための右折車

線がとれないために交通渋滞がされるということで、ご質疑をいただいておりま

して、まずその検討のための設計があげております。それに、その設計に基づき

まして、公安と協議をいたしまして、施行が可能であれば工事を行うということ

でございます。  

３    番  その朝夕特に大変な交通渋滞が発生しております場所でございまして、住民の

皆さんが待ち望んでおられる渋滞解消につながる事業ということで、大変喜ばし

いうれしいことと、早期の事業の着手を望んでやみません。  

       それはそれといたしまして、私はその多くの住民の方々からの要望を受けまし

て、約１年半前の９月議会一般質問で播但道の左右交通停滞解消のために、利用

がほとんどないボックス内北側の幅広の広い歩道を最小限の幅にして、右折レー

ンを設けてほしいと提案もいたしました。そのときのまちづくり課長さんの答弁

は、播但道を南橋梁部の下の交差点改良ということでございますけれども、今、

北側歩道を狭めて右折レーンが設置できないかということでありますけれども、

これまでも検討してまいっております。ただ、右折レーンを設けることによりま

して、東行きの車線を北側へ寄せることとなってしまいます。これによりまして、

今現在播但道に乗るときの大型車の左折に苦慮をしております。これが北側へ寄

せることによって左折できないという状況になって。  

議    長  質問中ですが、予算に関係する事項に限って、そしてまた予算特別委員会もあ

りますので、その辺配慮して質疑お願いしたいと思います。  

３    番  わかりました。  

       そういうふうに大変困難なということで認識もしておりましたが、このたびこ

ういうふうに予算にすぐに計上されまして、非常にうれしいことなんですが、そ

のあたりの状況の変化と言うんですか、急にこういうふうに計上されましたその

理由を教えていただけますか。  

まちづくり課長 前まちづくり課長が答弁した内容については特に移動、変更はございません。

大型車の軌跡をとりますと、北側への左折が難しいという事実はそのままでござ

いますが、新たに方法も検討した上で、再度公安と協議に臨みたいということで

あげておるものでございます。  

３    番  いろんな質問議員の質問に対して、非常にその今回うれしいことなんですが、

私も多くの方の質問という要望を受けて質問させていただきました。ですから、

前回のときも、こういうふうなように考えていただけてたらということも思って

おります。その辺についてお願いいたします。  

議    長  予算についてですからね。質問の関係ないですよ。  

３    番  わかりました。じゃあ、わかりました。じゃあ、終わらせていただきます。  

議    長  ほかにございませんか。  

１ ３ 番  なかなかこう質問がしにくい後なんですけども、予算に関する説明書の９ペー

ジですね。性質別内訳というところで、１点か２点、お尋ねしたいと思います。  
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       いつも聞くことなんですけども、２番目の物件費、この中にアルバイト賃金で

すね。人件費が幾ら入っているのか、お尋ねをします。  

企画財政課長  この物件費の中にはアルバイト賃金は入っております。  

議    長  幾らか。  

企画財政課長  額のほうは全て押さえているわけではございませんけども、例えば、保育教諭

賃金としましては２，４００万ほどは入っております。  

１ ３ 番 できたら、もう仕方がないかもしれませんけども、額いうのを正確に捉えて

いただきたいと、このように思うわけですけども、２９年度予算は無理でしたら

それでよろしいですけども、今後またお願いしておきます。  

       もう１点、繰出金ですけども、これが１２億６，１２９万２，０００円ですか、

この中には下水道への繰出金が入っているのですね。  

企画財政課長  はい。下水道事業への繰出金も入っております。  

１ ３ 番  民生の報告でもありましたように、公営企業への繰出金ということで、その公

営企業の性質上効率的な経営を行っても、なおその経営に伴う収入のみをもって

充てることが客観的に困難であると認められる経費と、この経費になるのかなと

思います。この中で、下で補助金・負担金・出資金・長期貸付金の方法により一

般会計などが負担するものとされておりと、このように書いてありまして、その

とおりに事項別明細書ではなっておりますが、この性質別内訳では、この繰出金

の中に入っているという答弁でしたので、なぜそのような方法をとられているの

か、お尋ねをします。  

企画財政課長  決算統計におけます操出基準に該当するもの、またそれに該当しないものを含

めまして、性質別においては繰出金で計上をしておるところであります。  

１ ３ 番  これが補助金とか出資金のほうで性質別には統計上できないと、このように理

解してよろしいんですか。  

企画財政課長  そのように認識をしております。  

議    長  ほかにございませんか。  

１ ０ 番 一般会計でしたね。総括的といいますか、農業問題について概括的にお聞き

をしておきたいのですが、ＴＰＰの問題やら、あるいはあとアメリカとの関係が

２国間協議になるのかどうか別にいたしまして、農業問題の自由化ということは

大きくそういう方向に国のほうもハンドルを切っておるところでありますけれど、

本町でもこの予算で、農業関係では圃場整備事業も新たに取り組まれ、大きな事

業をやろうといたしておりますし、特産物のもち麦の振興等にも予算を組んでお

ります。  

       それらがその自由化の問題でありますとか、あるいは一般的にいう減反政策、

生産調整の廃止の方向が出てきておりますが、そういうふうな国の農業施策の方

向を見ながら、何年もにわたる、将来にわたる、長期にわたる政策というのは農

業政策ですし、１年で終わらない事業もたくさんありますから、そんな面でどう

いう方向づけをこの農地の維持、農業の維持あるいはもち麦の維持等について、

考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。  

農林振興課長  町の農業施策につきましては、国の経営所得安定対策による補助金を集落営農

とかに取り入れてもらいたいと。耕作放棄地対策とか、農地の耕作者が不足して

いるということにつきましては、できるだけ集落営農とか地域の担い手、認定農

業者等に集めるような形を集落内で考えてもらえるような人・農地プランの作成

を推進しております。  

       それで、農地を集落営農とか担い手に集約したあと、水路とか畦畔の草刈りと

か、そういったものについてはそこで全部引き受けるというのが難しいというこ
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とになってきておりますので、その辺は多面的機能支払で集落の皆さんが水路の

清掃とか草刈りとかも手伝って、両方でやっていくというような形になると考え

ています。  

       それから、３０年度以降、米の生産調整、強制的なものがなくなるわけなんで

すけれども、国からは国全体の需要、それから県の需要、そういった情報とかは

必ず入ってくる。その入ってきた情報を取り入れて、生産者みずからがどのよう

な米をつくっていくか、どのような面積をつくっていくか、検討できるような、

そういった情報をどんどん出していくというふうに聞いております。  

１ ０ 番 農業というのは災害対策から、国土の保全から、地下水の涵養から、文化と

か、さまざま広範囲な側面から考えられなければならないわけでして、そんな面

で本当にこの農業、農地を守っていけるのかどうかというのは心配をしておると

ころでございます。今、営農組合とか担い手と言われましたけれども、それらが

将来にわたって維持できていくという、そういう見通しはどうなんでしょうか。  

農林振興課長  営農組合にしましても、六つの営農組合が法人化しまして、将来的に組織を強

化して、それを継続していくというような形をとっておられます。  

       それにはまず集落内の、繰り返しになるんですけども、人・農地プランですね。

将来的に集落の農地をどうやって守っていくのか、皆さんで考えていただいて、

やはり担い手に任すのか、自分たちで集落営農というのを組織して、その組織を

運営していくのに、みんなが汗をかいていくのかというふうなことを考えていた

だいて、人・農地プランをつくっていただいて、それを見直しするのは、１年に

１回見直しするのも構いませんので、どんどん見直しを進めながら、後継者の育

成、後継者を見つけてくるというふうなことも検討に入れながら、どんどん皆さ

んで議論していただいて、いい方向に持っていっていただきたいというふうに思

っております。  

１ ０ 番 担い手の方々も、一部に若い方もおられるようですが、全体として非常に高

齢化をされております。そんな意味で、そんな方々と話をしましても、あとのこ

とを非常に心配をされておるというのが実態ですね。いろいろ具体的に話を聞き

ましても、やっぱり担い手にしても、営農組合にしても、もう作業するに当たっ

てやりにくい山間地のところほど引き受け手がなくなるというふうな形になって

荒れてしまう。そこでまた鳥獣被害にもつながるというふうなことにもなって、

大変心配をされておるところです。  

       そういうことが本当に今回の国の施策の中で、さらに一層ひどくなるのでない

かということを非常に心配しているわけですね。それが今言われる人・農地プラ

ンとかそういうことだけで解決するとは私にはちょっと思われないんですが、課

長にすればそんな答えしかしにくい、できないもかもしれませんけれど、非常に

心配をしております。  

       もう１点、最初に言いましたように、福崎町はもち麦で非常に振興をしてきて、

一定の農商工を通じた産業として発展させようとしておるわけですけれど、農商

通じた産業として発展させようとしているんですが、その生産調整、米の生産調

整策も廃止されますと、もち麦をつくっても収入が減ったり、いうふうなことも

起こる。もち麦の買い上げなんかも非常に安いようですし、１反当たりの反収も

非常に多いとは言えないというふうにも思いますし、そんな意味で、もち麦の将

来という、そういうことについても心配をしておるわけですが、その点について

はどのような見通しをもって、もち麦の振興を進めておられるのか、お聞かせを

いただきたいと思います。  

農林振興課長  もち麦の振興につきましては、もち麦産地振興協議会の中でいろいろ議論とか
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検討とかさせていただいております。まず、今年度につきましては、機能性栄養

表示の届け出で、それから、もち麦フォーラムの開催とかやっております。生産

者のほうに至りましては、作付面積が５０ヘクタールになりました。その中で、

どれだけ反収を上げていくかというようなことも皆さんで技術の研修、それから

圃場の見回りとかもやっていただいておるところであります。  

       将来的にもち麦がどうなるのか、どうしていくのかというのは、もち麦を使っ

て６次産業化も踏まえて考えていこうということで、このたび地方拠点整備の中

で春日のふれあい会館に製粉所とか精麦の機械を入れて、そこで加工したものを

商品にできないかということで、生産者にもそういった６次産業化の芽を、そう

いった仕組みというんですか、そういったところも出していきながら、つくるだ

けではなくて、商品をつくって、もっとこう利益の出るような農業を支援してい

くというような形をつくっていこうとしています。  

       もち麦につきましては、いろいろお客さんとかに聞きますと、福崎のもち麦が

いいから続けて買われている方がかなりいらっしゃるというふうに聞いておりま

すので、できるだけその品質の高いものをたくさんとれるような形で生産者のほ

うにもお願いしてつくっていただいているところであります。  

１ ０ 番 具体的に国の減反政策の廃止でありますとか、農政の変化、自由化含めて、

そういう状況の中で、もち麦生産農家の収入というのは、現在反当たり大体これ

ぐらい、国の減反補助あるいは町の補助金を含めてこれぐらいあるけれどもとい

う話は聞くんですが、数字を聞くこともあるんですが、そういうものが農家にと

っては減るという、収入が減っていくという、そういうふうな恐れはありません

か。減反政策等が廃止をされ、そういうふうに国の農政の方向に従っていきます

と、もち麦をつくっても、もうこの金額が上がらないという、収入がふえないと

いう、減っていくという、そういう心配はないですか。  

農林振興課長  国の今の施策は経営所得安定対策の３万５，０００円とか、そういったものは

必要であるということで、継続していくというふうに言われております。  

       それから、私、逆に期待してるんですけど、米の直接支払の１反当たり７，５

００円がなくなるんですけど、そのかわりに何かまた農林水産省はほかのことを

考えたりしないかなというような期待もしておるところであります。  

１ ０ 番 いずれにしろ、昔の話をして失礼ですが、私の子どものころは桃がたくさん

植えつけられて、今でももう西治の桃の選果場という言葉が残っておるほどに、

桃をたくさんつくった、あるいはイチゴをやった、しいたけをやった、プルーン

をやったというふうに、いろいろ農業振興を繰り返し繰り返し、いろんなものを

取り上げてやってきたわけですね。それで今もち麦なんですね。それがこの農業

施策の変更の中で、どんな道をたどるのかというふうなのを非常に心配しており

ます。  

       もち麦の農協の買い上げ価格がキロいくらですか。  

農林振興課長  １キロ当たり２４円から２５円。  

１ ０ 番  キロ２５円ぐらいの買い上げだというふうに聞いておるわけですね。そのとお

りでしたけど。そうなりますと、少々頑張ってもち麦つくっても、もうその補助

金なしではやっていけないという、農業できないという、もうトラクターの油代

にもならないということになるでしょうからね。ですからもうそのもち麦の今後

についてどうなるのだろうという心配を実はしております。  

       そんな意味で、国の農政との方向の関係もあって、どうしてもその国の農政変

えてもらう、農家本位に変えてほしいと思うわけですけれど、それはそれとして、

本当にこの見通しと、それから決意を持ったもち麦への取り組みというのが要る
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と思うんですね。その点について、改めてお聞かせをいただきたいと思います。  

町    長  農林振興課長が答弁申し上げたとおりでありまして、それぞれの形の中で今も

ち麦をつくっていただいております。福崎町特産であります米澤２号といったよ

うな形で、これ福崎しかない大麦であります。これらを含めて研究を重ねさせて

いただいておる。また、四国仙系の１２９号でありますとか１３６号、新しく取

れ高のいい、また粒の若干大きい、そういったような大麦も今研究をしていると

ころであります。  

       大麦の特産であります分野、整腸作用であります水溶性の繊維が非常に多いと

いったような事がらで、大妻女子大学の池上幸江先生のご講演をいただき、ＮＨ

Ｋで取り上げられ、また、小林先生がフジテレビで、大麦に対するそれぞれの形

の中で今まさに流行になっているわけであります。  

       そういう関係を含めても、なおかつ福崎町の米澤２号のありがたさといったよ

うなものが今出ているところでありますけれども、それらを踏まえた中で、今姫

路城の観光客を含めて、インバウンドでもちむぎの館へ来ていただいておったも

のが、個人リピーターに切りかわっておるといったような形で、当分の間は続く

のではないかというように思っております。  

       ただ、生産者に聞きますと、今以上の生産する面積をふやすといったような事

がらでは、今の営農組合の手ではそれ以上にふやすことができないといったよう

な形も聞いておりまして、それらのあり方につきましては、産地振興協議会、も

しくは県の普及事務所等々の中でのあり方といったような形で今協議を努めさせ

ていただいているところであります。  

       今年もこの２月１９日にもち麦フォーラム第４回目を開かせていただき、第１

回目から第３回目まだご講演をいただいた各先生方にも参加をしていただいて、

盛大に行ったわけでありまして、これらに参加していただいておる業者さんも含

めた形の中でというところでありますけれども、まだまだそういう形を整えさせ

ていただいておるわけでありますけれども、住民の皆様方の消費の部分がまだ伸

びていないといったような事もありまして、それら等を含めた形の中では、まず

住民さんにきちっとしたような消費をしていただくといったような事が、次につ

ながっていくのではないかというように思っておりまして、まず、内なるところ

をきちっと確保しながら外へといったような形になろうかというように思ってお

ります。  

       いずれにいたしましても、この２９年産の取れ高がどういったような形になる

のかといったようなところをもって、製粉に回すのか、精麦に回すのか、またそ

れらを含めた中で販売を受け付けて販売するのか、どういったような分野で取り

込んでいくのかといったような事の必要性等々が言われておりまして、それらに

対する分野も取り組みをしていかなければならないというように思っております。  

       ただ、住民さんもこのもち麦の精麦のよさというんでしょうか、そういったよ

うなものも実感されておるみたいでありますし、この議場内における方々ももち

麦精麦入りのご飯を食するといったような形がふだんの生活の中に入ってきてお

るといったように聞いておりまして、それら等を含めながら続けていければとい

うように思っております。  

       ただ、このもち麦は、その機能性を考えた場合、一過性のものにはならないと

いったように、今までのあり方、ピーマンでありますとか、そういったようにし

て出荷するようなところとは若干異なるのではないかというように思っておりま

す。そういう意味では、この福崎町の特産でありますもち麦、これについては、

その名前も一定の部分で普及してきておりますので、それら等を含めて県ととも
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に歩みながら頑張っていきたいというように思っております。  

議    長  しばらく休憩をいたします。再開は１３時といたします。  

◇ 

休憩 午後 ０時００分  

再開 午後 １時００分  

◇ 

議    長  会議を再開いたします。議案に対する質疑を続けます。  

       議案第２１号、平成２９年度福崎町一般会計予算について、質疑はありません

か。 

１ ０ 番 最近は国を挙げて、あるいは全国自治体も共通ということになっております

が、福崎町でも観光というのは一つの大きな柱としてサルビアプランでもあげら

れており、そして本年度の予算編成方針の中でも、そういう趣旨の部分にも触れ

られておると思います。文化力あふれる風格あるまちへということで、福崎町の

未来像ということで語っておられるのでありますが、三木家整備が一段落といい

ますか、第１期の分が完了したということであります。あの一帯を歴史と文化の

一つの観光拠点として進めていこうというふうなこと、これはこれとしてもう取

り組んできたことですから、大いにその実をあげていかなければならないという

ふうに思いますし、そういう立場からお聞きをするわけですが、せっかくこうし

てたくさんのお金も含めて投資をしてきたわけですから、三木家などの活用事業

がどのように進められていくのか、ＮＰＯやボランティア団体等々のその育成問

題も等も含めて、進められていくのか、あるいは目標とされておるのか、お聞か

せをいただきたいと思うんです。  

       昨夜も三木家のホームページのところで、その活用の基本方針というのを前つ

くられておるのを読んだんですけれど、それらがどのようにこの本年度は反映を

してくるのかなというふうにも思っておるのですが、どうなんでしょうか。  

社会教育課長  三木家公開につきましては、来月４月８日から公開いたしまして、２９年度は

土・日・祝日を公開日とさせていただきたいと思います。アルバイト２名の配置

で公開したいと思います。  

       あと、イベントといたしましては、４月８日は公開記念コンサート、あと、四

季折々でイベントを考えていきたいと思います。  

１ ０ 番 それは町長の所信表明の３ページのところに書いてありますので、読んだん

ですけれども、これらを全体として、ただ単に公開するというだけではなしに、

それを福崎町民の文化なりコミュニティ活動なり、あるいは観光事業なりを含め

た一つのもっと活用という、そういう角度で考えられないのかなというふうに私

は思うわけです。  

       私はよく生野に、散歩にと思って行くのですが、生野の井筒屋さんにしろ、そ

の裏の幾つかの施設も、そんなふうにして、ギャラリーとしたり、あるいは集会

所として利用させてもらったり、いろんな角度で利用されております。それらが

その運営委員会等もつくられて、進められていっておるところなんですね。  

       そういう意味から、ただ公開するという、ここに書いてある、土・日・祝日そ

れから１１月という、その公開というだけでは、ちょっとこの今までの期待に合

うのかなというふうに思うんですよ。その点、教育長どうでしょうか。  

教 育 長 まさにそのとおりで、公開だけでなくて、町民の方に広く活用していただく

ことによって、三木家をもう一度見直してもらわなければいけないと、こういう

ふうに考えております。  

       今、私なりに考えているのは、一般町民の方に絵画展をやっていただくとか、
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写真展をやっていただくとか、それから、ひな祭りの人形、たつのの方ではされ

ていますけれど、ああいうふうな五月人形とか、５月の男の子の人形、ああいう

ふうなのを三木家で飾りたいという方があれば、公募して持ってきてもらって、

飾ってもらうとか、それから、遠野の語り部さんをお招きして、あそこで遠野物

語を語ってもらうとか、そういうふうな形で、１人でも多くの住民さんが三木家

に足を運んでもらう、運ぶだけじゃなくて、一緒に活動してもらう、そういう取

り組みを進めていきたいと、こういうふうに考えておりますが、具体的に４月に

何、５月に何と、そこまでは今の段階では計画はしておりませんけれど、私の思

いはそういうところにあります。  

議    長  ほかにございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２２号、  平成２９年度福崎町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて、質疑はありませんか。  

１ ０ 番 平成３０年度の県営化を控えておる予算ということで、基金は約５，０００

万円、取り崩さずに置いておこうということのようでありますが、２８年度の最

終的な収支が５月になれば明らかになると思うわけですが、その時点で幾ら基金

が残るかというふうなことにもなろうと思うんですね。そういう場合、５，００

０万近いこの基金よりもっとふえた場合、残高が、どうするのか、税の値上げ幅

がもっと圧縮できるのか、そうでないのか、もっとこれを残しておこうというこ

となのか、あるいは、またもうちょっと先に戻って、県営化を控えて、なぜその

５，０００万を置いておこうということなのか、その金額的な根拠、そういった

のも含めてお聞かせいただきたいと思います。  

町    長  ２８年度の最終予算案等々を含めまして、約５，０００万の基金が残るという

ような形で、資料４ページにお示しをさせていただいておるところでございます。  

       当然、決算を打った段階につきましては、実質収支額が出てまいります。この

額、２万円を残して、あと積み立てると、こういうような形になりますので、こ

れ以上にふえるというのは、それはもう事実であるというように思います。  

       ただ、３０年度から県営化になりますと、それぞれの形の中で福崎町の思いだ

けで税が決まるものではございません。算定方式も含めた形の中で、今よりもあ

がるというのがもう現実の話でありまして、県もちょっと失敗をしておるわけな

んですが、試算額等々を含めますと、福崎町の場合１．６倍になるといったよう

な、そういう大きな計算が出てまいりまして、それら等はもともと県が見直しを

またしなければならないという試算のあり方であったわけでありますけれども、

今よりも負担がかかってくるというのは、これはもう事実になってこようという

ように思っております。それら等を緩やかにするためにも、この基金を大事に使

っていかなければならないという視点で、このたびの予算を組ませていただいて

おりますし、この年度につきましては、こういったような形の中でというところ、

それ以外に療養給付費、保険負担がふえてきたような場合につきましては、補正

財源として使わせていただく場合も出てくるという事でございます。  

１ ０ 番 医療費の伸びの見込みについては、いつも説明をされるのですが、これだけ

の見込みが要るのかなというふうに思うのですが、もう少し医療費の伸びが少な

くてもよいのではないんでしょうか。そんなにその単価が、それぞれの単価で、

薬価とか、あるいは診療報酬とか、その他で上がっているとは思わないんですが、

どうなんでしょうか。  

健康福祉課長  委員会でもちょっとお話をさせていただいたんですが、高額医療に係る部分、
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こちらがもう２７年度実績に比べまして、既に１１月診療分時点で件数がそれを

上回っておるということで、非常に医療費が伸びておる状況は変わらないという

ことでございます。  

       補正の予算も今回お願いをしたわけですが、やはり医療費の伸び、新薬の開発

とか医療の高度化とか、そういう点もございまして、どうしてもその伸びを見込

んでおかなければならないという観点もありまして、今回予算を組ませていただ

いたところでございます。  

１ ０ 番 あと、その税の、どういう税率算定にするかは別にいたしまして、参考資料

で出ておりますけれど、今後のその税の改定の方向づけが、応益割のほうでかな

り上がるのではないかというふうに思うんですが、そういうことではありません

か。 

町    長  いや、そういうものではございません。応能、応益５０：５０といったような

比率区分を目安として組ませていただいております。  

１ ０ 番 所得状況がそんなに上がっているとは思われませんので、応益割が上がると

なりますと、これはなおさら大変だなというふうな思いがいたします。  

       これも３０年を控えての対応かなというふうに思ったりもするわけですね。３

０年だと３税方式になるわけですから、それを踏まえての方式かなというふうに

思うんですが、そういうこともあるんでしょうか。  

町    長  目安を３０年度、県が保険者になった場合における応能割の中における資産の

取り扱い、これら等がなくなってくるということは、一つの目安として、このた

びはその半分をこういったような形でお示しをさせていただいたというところで

あります。当然そのような中で、応能のその所得が非常に重要度は増してくると

いうところでありますけれども、福崎町の場合、今までは医療費も少なくて済み

ました。保険税も、税額そのものも少なくて済んできたといったようなところか

ら、いきなり県営化といったような形の中での分野、それぞれの分野で緩和策を

とらせていただくというふうなこのたびのあり方であります。  

１ ０ 番 この予算編成に当たりまして、国なり県なりから国保の予算編成の基本方針

みたいなものがあるんではないかと思うんですが、そういうものは参考資料とし

て出していただけるんでしょうか。  

健康福祉課長  確かにその基本方針、県が策定をするんですが、それがまだワーキンググルー

プで検討中でございます。全てでき上がっておりません、実は。ですので、それ

ができ上がり次第というお話になります。  

１ ０ 番 済みません、その３０年ということでなしに、この２９年度予算についても、

毎年度の国保の予算編成についての基本方針みたいなものは出てきておるんじゃ

ないかということ言っておるんです。ですから、この２９年度分の県の参考資料

について、提出してもらえないかということを言ってるわけです。  

町    長  今、三木課長が答弁したとおりでありまして、まだ途中であります。２９年度

予算に対する取り組みの方針等々は示されておりません。  

１ ０ 番 ２９年度分についても示されていないということですか、そうですか。この

税の関係で言いますと、３０年度の３税分を見込んだ形ということになりますと、

平均の値上げ幅にして約９％、１０％弱というふうなことだと思うんですけれど、

平均ですが、３税化をにらんだ形になっておりますので、人によって思ったより

税が高くなる人、平均よりかなり高くなる人、あるいは安くなる人というふうに、

そういうものが、かなりアンバランスができてくると思うんですね。それらの調

整については考えられてはいないんでしょうか。  

健康福祉課長  そういうお話も当然出てくると考えておりまして、今回そういう観点からも、
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この段階的にということで資産割を今回は２分の１にという流れで、急激な変化、

３０年度からいきなりゼロという形ではなしに、段階的にという形で今回は設定

させていただいたというところでございます。  

議    長  ほかにございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２３号、平成２９年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いて、質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２４号、平成２９年度福崎町介護保険事業特別会計予算について、

質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２５号、平成２９年度福崎町水道事業会計予算について、質疑はあ

りませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２６号、平成２９年度福崎町工業用水道事業会計予算について、質

疑はありませんか。  

１ ０ 番 条例のところで聞いてもよかったんですが、予算ということで数字がありま

すので、ここでお聞きをいたしますが、４０％近い大幅な料金引き上げというこ

とになっていくわけですが、大体何年間はこれで大丈夫だろうというふうに、実

質的に見込んでおられますか。  

公営企業参事  このたびの料金改定に当たりましては、財政計画を策定しております。その中

では、今後１０年間についての財政計画を提出しまして、それに基づいて議論を

していただいております。  

       あと、このたび老朽管の更新している部分と、残っている部分もございますの

で、その財政計画の中ではその、あと残っている部分について、平成３７年、８

年ぐらいから更新していくというような前提で今財政計画を組んでおります。  

       それで言いますと、約１０年間、この財政計画の１０年間ですね、１０年間は

この料金でいけるであろうということで考えております。  

１ ０ 番 それで団地協議会なり、利用者の了解も得られておるということですか。  

公営企業参事  工水の使用者につきましては、工業団地の企業さんとゴルフ場でございますけ

れども、それぞれに説明を申し上げまして、ご理解をいただいているところでご

ざいます。  

議    長  ほかに質疑はございませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２７号、平成２９年度福崎町下水道事業会計予算について、質疑は

ありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２８号、福崎町道路線の廃止及び認定について、質疑はありません

か。 

（「ありません」の声あり）  
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議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       次、議案第２９号、神崎郡介護認定審査会規約の一部を変更する規約について、

質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  ないようでございますので、本案に対する質疑を終結いたします。  

       以上をもって、本定例会に付議されました全ての議案に対する質疑を終結いた

します。  

 

日程第３ 討論・採決  

 

議    長  日程第３は、討論・採決であります。  

       この際、お諮りいたします。  

       議案第１号、市川町外三ケ市町共有財産事務組合議員の承認については、委員

会負託を省略し、本会議において、ただいまから即決したいと思いますが、ご異

議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       よって、議案第１号については、本会議において即決することに決定いたしま

す。 

       それでは、討論・採決を行います。  

       議案第１号、市川町外三ケ市町共有財産事務組合議員の承認について、討論を

行います。  

       討論はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

議    長  討論なしと認めます。  

       これから、採決を行います。  

       議案第１号、市川町外三ケ市町共有財産事務組合議員の承認について、原案の

とおり承認することに賛成の方は起立願います。  

（起立全員）  

議    長  起立全員であります。  

       よって、議案第１号については、原案のとおり承認されることに決定いたしま

した。  

 

日程第４ 特別委員会の設置  

 

議    長  次の日程は、特別委員会の設置であります。  

       本件を議題としてお諮りいたします。  

       議案第２１号から議案第２７号までの７件の議案は、平成２９年度の一般会計

を初め各特別会計及び企業会計の予算審査であります。平成２９年度の各会計の

予算審査につきましては、議長を除く議員を委員とする予算審査特別委員会を審

査終了まで設置したいと思いますが、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       各会計の予算審査につきましては、予算審査特別委員会を設置し、この委員会

で審査することに決定をいたしました。  

       重ねてお諮りいたします。  
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       ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任につきましては、福

崎町議会委員会条例第７条の規定により、議長が議会に諮り、指名することとな

っています。  

       よって、議長が指名することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       それでは指名いたします。  

        １番   城谷英之議員    ２番  三輪一朝議員  

        ３番   牛尾雅一議員     ４番  志水正幸議員  

        ５番   松岡秀人議員     ６番  高井國年議員 

        ７番   北山孝彦議員     ８番  山口 純議員 

        ９番   石野光市議員    １０番  小林 博議員 

       １１番   冨田昭市議員    １２番  釜坂道弘議員  

       １３番   宮内富夫議員  

       以上の１３名を指名いたします。  

       ただいま指名いたしました議員１３名を、予算審査特別委員会委員とすること

に異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       よって、ただいま指名いたしました１３名を予算審査特別委員会委員に選任す

ることに決定いたしました。  

 

日程第５ 委員会付託  

 

議    長  日程第５は、委員会付託であります。  

       この際、お諮りいたします。  

       議案第２号から議案第２９号をそれぞれの委員会に付託いたします。  

       議案第２号から議案第４号は総務文教常任委員会に、議案第５号から議案第１

３号は民生まちづくり常任委員会に、議案第１４号は総務文教常任委員会に、議

案第１５号から議案第２０号は民生まちづくり常任委員会に、議案第２１号から

議案第２７号は予算審査特別委員会に、議案第２８号から議案第２９号は民生ま

ちづくり常任委員会に、以上のとおり付託したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       よって、総務文教常任委員会は４件、民生まちづくり常任委員会は１７件、予

算審査特別委員会は７件、以上２８件をそれぞれの委員会に付託いたしますので、

よろしくお願いいたします。  

 

日程第６ 議員派遣  

 

議    長  次の日程は、議員派遣であります。  

       お諮りいたします。  

       議員派遣の件につきましては、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第

１２９条の規定に基づき、配付しております議員派遣のとおり派遣することに決

定したいと思いますが、ご異議ございませんか。  
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（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       よって、議員派遣の件については、配付のとおり派遣することに決定いたしま

した。  

       以上で、本定例会２日目の日程は全て終了いたしました。本日はこれをもって

散会といたします。お疲れさまでした。  

 

散会 午後１時２６分  


